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別表六の二(六)
｢21｣欄に記載がある場合には、適用額明細書の記載が必要です。

　試験研究費の増加額に係る税額控除※１又は平均売上金額の10％を超える試験研究費の額に係る税

額控除※２を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第68条の９第４項第１号｣※１又は｢第68条の９第４項第２号｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢10469｣※１又は｢10011｣※２

③　｢適用額｣欄：｢21｣欄の金額

※１　第68条の９第４項第１号(区分番号：｢10469｣)

　　　増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の５％に相当する金額を超え、かつ、当該連結事業

　　年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が基準試験研究費の額を超

　　える場合

※２　第68条の９第４項第２号(区分番号：｢10011｣）

　　　当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が平均売上

    金額の10％に相当する金額を超える場合

｢21｣欄


